
様式７－３号（28.4改正）

 ６ 訓練実施期間の終了後に一括して支給申請する場合

 ７ 支給単位期間ごとに申請する場合

 ８　【第１期】 （支給単位期間：平成　　年　　月　　日　　～　平成　　年　　月　　日）

 ９　【第２期】 （支給単位期間：平成　　年　　月　　日　　～　平成　　年　　月　　日）

 10　【最終期】 （支給単位期間：平成　　年　　月　　日　　～　平成　　年　　月　　日）

⑩経費助成額（円）
（⑧×⑨、④の額を超
える場合は④の額、
100円未満切り捨て）

⑪経費助成額（円）
（⑨×⑩、④の額を超
える場合は④の額、
100円未満切り捨て）

⑧助成率
（中小企業1/2、
大企業1/3）

⑨経費助成額（円）
（⑦×⑧－②、③の額
を超える場合は③の
額、100円未満切り捨

て）
⑤入学料及び受講料

（円）

⑥職業能力検定・
ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞに
要した経費（円）

⑩助成率
（中小企業1/2、
大企業1/3）⑥入学料及び受講料

（円）

⑦職業能力検定・
ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞに
要した経費（円）

①１人あたりの経費助
成限度額（円）

（※）

②訓練の実施期間の
総月数（月）

③②のうち本支給単位
期間の月数（月）

④支給単位期間の月数
に応じた１人あたりの
経費助成限度額（円）
（①×③／②、少数点

以下切り捨て）

⑤本支給単位期間に事業主が負担した
経費の額

④本支給単位期間に事業主が負担した
経費の額

⑤本支給単位期間に事業主が負担した
経費の額

⑧本支給単位期間に事業
主が負担した経費の相当

額（円）
（⑤×③／②、少数点以

下切り捨て）

⑨助成率
（中小企業1/2、

大企業1/3）⑥入学料及び受講料
（円）

⑦職業能力検定・
ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞに
要した経費（円）

⑧第１期の支給単位期間
に事業主が負担した経費
の額から事業主が負担し
た経費の相当額を減じた

額（円）
（８欄⑤－８欄⑧）

⑨本支給単位期間に事
業主が負担した経費の

相当額（円）
（（⑤＋⑧）×③／

②、少数点以下切り捨
て）

⑦事業主が負担した経費
の合計額（円）

（８欄⑤＋９欄⑤＋10欄
④）

 ５ 雇用保険被保険者番号 ４ 氏　　　　名

経
費
助
成
額
の
算
定

①１人あたりの経費助
成限度額（円）

（※）

②訓練の実施期間の
総月数（月）

③②のうち本支給単位
期間の月数（月）

④支給単位期間の月数
に応じた１人あたりの
経費助成限度額（円）
（①×③／②、少数点

以下切り捨て）

①１人あたりの経費助
成限度額（円）

（※）

②先行する支給単位期
間の経費助成額の合計

（円）
（８欄⑩＋９欄⑪）

③本支給対象期間の
１人あたりの経費助成

限度額（円）
（①－②）

（　　　枚中　　　枚目）

 ２ 講座指定番号（５桁－６桁－１桁）

経費助成の内訳（中長期的キャリア形成訓練）

 １ 年間計画番号  ３ 訓練コースの名称（講座の名称）

⑥経費助成額（円）
（②×⑤、①の額を超
える場合は①の額、
100円未満切り捨て）

①１人あたりの経費助
成限度額（円）

（※）

⑤助成率
（中小企業1/2、
大企業1/3）

経
費
助
成
額
の
算
定

②事業主が負担した経費の額

③入学料及び受講料
（円）

④職業能力検定・
ｷｬﾘｱ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞに
要した経費（円）

企業規模
20時間以上
100時間未満

100時間以上
200時間未満

200時間以上

中小企業 15万円 30万円 50万円

大企業 10万円 20万円 30万円

※１人あたりの経費助成限度額

訓練区分

中長期的キャリア形成訓練

（注）中長期的キャリア形成訓練のうち訓練の実施方法が通信制として講座指定された訓練等については、企業規模に応じて、
　   中小企業の場合は50万円、大企業の場合は30万円とし、 訓練時間に応じた限度額は設けない。



様式７－３号　経費助成の内訳（中長期的キャリア形成訓練）（裏面）

　１　この様式は、中長期的キャリア形成訓練における経費助成の算定を行う場合の様式となっております。

　２　対象労働者が複数いる場合は、対象労働者ごとに作成してください。

　３　本様式とともに専門実践教育訓練の経費負担額に関する申立書（様式７－３号）を併せて提出してください。

　１　１欄は、年間職業能力開発計画（様式３号）（以下「年間計画」という。）と対応した年間計画番号を記入してください。

　２　２欄は、年間計画に記入した、雇用保険法施行規則第101条の２の７第２号に規定する中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練の講座の指定番号（５桁－６桁－１桁）を記入してください。

　３　支給申請方法について、訓練実施期間が１年以内の場合は６欄によって経費助成額を算定してください。訓練実施期間が１年を超える場合、訓練実施期間の初日から１年単位で区分した期間（１年単位で区分した場合に１年未満の期間が生じた場合は

　　先行する１年と合わせた期間。）を支給単位期間として、支給単位期間ごとに支給申請を行うことができます（ただし、支給申請を行う支給単位期間及び先行する支給単位期間のいずれもが要件を満たす場合に支給されます。）。支給単位期間ごとに

　　支給申請を行う場合は、７欄によって経費助成額を算定してください。

　４　６欄「訓練実施期間の終了後に一括して支給申請する場合」の記入について

　（１）①欄は、対象労働者１人あたりの訓練時間数の区分に応じた※の経費助成限度額を記入してください。

　（２）②欄は、事業主が負担した経費の額を記入してください。

　５　７欄「支給単位期間ごとに申請する場合」の記入について

　（１）先行する支給単位期間がある場合は、先行する支給単位期間の内容も記入してください。また、支給単位期間が２期となる場合は、第２期を最終期として８欄と10欄を利用してください。

　（２）８欄の①は、対象労働者１人あたりの訓練時間数の区分に応じた※の経費助成限度額を記入してください。なお、訓練時間数は本支給単位期間に実施した訓練時間ではなく、年間計画に記載した総訓練時間になります。

　（３）８欄の②の訓練月数は、訓練実施期間の初日を起算日としてその翌月の応当日の前日までを１か月とみなし、訓練実施期間の初日の翌月以降は各月の訓練実施期間の初日の応当日を起算日とした上で、その翌月の応当日の前日までを１か月とみなし

　　　ます。ただし、訓練開始日の応当日が各月にない場合は、当該月の末日を応当日の前日とみなします。また、最終の応当日から訓練実施期間の最終日までの期間が１か月に満たない場合は１か月とみなします。

　（４）８欄の③は、支給単位期間を月数で記入してください。

　（５）８欄の⑤は、事業主が負担した経費の額を記入してください。

　（６）９欄の①は、対象労働者１人あたりの訓練時間数の区分に応じた※の経費助成限度額を記入してください。なお、訓練時間数は本支給単位期間に実施した訓練時間ではなく、年間計画に記載した総訓練時間になります。

　（７）９欄の②の訓練月数は、訓練実施期間の初日を起算日としてその翌月の応当日の前日までを１か月とみなし、訓練実施期間の初日の翌月以降は各月の訓練実施期間の初日の応当日を起算日とした上で、その翌月の応当日の前日までを１か月とみなし

　　　ます。ただし、訓練開始日の応当日が各月にない場合は、当該月の末日を応当日の前日とみなします。また、最終の応当日から訓練実施期間の最終日までの期間が１か月に満たない場合は１か月とみなします。

　（８）９欄の③は、支給単位期間を月数で記入してください。

　（９）９欄の⑤は、事業主が負担した経費の額を記入してください。

　（10）10欄の①は、対象労働者１人あたりの訓練時間数の区分に応じた※の経費助成限度額を記入してください。なお、訓練時間数は本支給単位期間に実施した訓練時間ではなく、年間計画に記載した総訓練時間になります。

　（11）10欄の②は、８欄の⑩と９欄の⑪の額の合計を記入してください。

　（12）10欄の④は、事業主が負担した経費の額を記入してください。

提出上の注意

記入上の注意


